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当別川地区自然再生事業では自然の回復力に委ねることを主眼に置 いた整備が進め られている。着

工後2年 足 らずで草原 ・湿地環境が急速に回復 したが、課題 もある。一つは、再生 した草原 ・湿地環

境の維持だ。当別ダムが完成すれば融雪増水の頻度の減少が予想 され、遷移 を巻 き戻す力は弱 まる可

能性がある。二つ 目は、湿原 ・湖沼環境依存の生物の衰退や一極集中の解消という課題 をクリアする

ためには、当該地を禁猟区にすることが望 まれる(現在は狩猟 自粛区域)。 外来種への対処 も大 きな課

題だ。そして、草原の維持 ・創出の一手段 として土手法面の時期 を選んだ適切 な管理が必要だが、近

隣農家による採草により草原性鳥類の繁殖に大 きな影響が出ている。これらの課題は他地域の 自然再

生事業にも共通すると考えられる。

鞭 はじめに㍉

2002(平 成14)年 に成立 した 「自然再生推進法」

によって、生物多様性の確保 を通 じて自然 と共生

する社会を実現することが法的に保障されること

となった。同法は、自然再生を 「過去に損なわれ

た自然を積極的に取 り戻す ことを目的 として、関

係行政機関、関係地方公共団体、NPO、 専門家等

の地域の多様 な主体が参加 して、自然環境 を保全

し、再生 し、創出し、またはその状態を維持管理

すること。」 と定義している。

自然再生推進法に基づいて自然再生の対象 とな

るものは各担当省庁によって異なる。たとえば、

環境省では国立公園や干潟あるいは棚田環境の再

生などで事業を展開している。国土交通省の自然

再生事業では主に河川、港湾、公園などが対象と

なる。

石狩川流域で も国土交通省による自然再生事業

が始 まっており、基本的には上流域 と下流域の2

地域に分けて進められてお り、自然再生の目標は

図1の ように設定されている。

石狩川の自然再生事業の課題の中で最 も大 きい

割合を占めるのが、捷水路化(川 の蛇行を無 くし

て直線化すること)に よる川の流れの単調化 とそ

れに伴 う河川環境の単調化だ。特に下流域では湿
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号

河州及び流域の歴史的変遷や現在 ・

の社会的条件、物理環境や生物理境

の課題を踏まえてあ要条件を示す
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生を進める上での基本釣な考え方
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自然再生の進め方

β
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号
自然再生の自標

効果的に自然霧生を進めるための.

方策について、考え方を示す

磁 の磯 や将来の環境を舗 すii

る上で必蔓となる生掬指榛の位澱

づけを示す

角然再生の方針や違め方、生物指標 .
の位鷺づけを踏まえて、石狩川の自

然颪生の麹標を派す

図1石 狩川下流自然再生計画における目標設定(北

海道開発局石狩川開発建設部,2007)

地や浅場環境の衰退 が著 しい。一例 を挙 げれば、

水 際 の砂泥 地 の減少 が カ ワヤ ツメの減少 につ な

がっている ことが推測 されている。

鋤…!当別川はどんな川か?
　 へ　 ミリ さ

っ

当別川 は延長72.5kmの 一級河川で、当別町察
くる

来山が源流である。石狩川の右岸で本流に合流す

る。対岸は豊平川が合流 している(図2)。 石狩川
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図2当 別川地区自然再生事業地(石 狩川下流当別地

区自然再生ワークシ ョップ,2008)

下 流自然再生計画の中 に含 まれる。上流 には青山

ダム(1964年 竣工)が あ り、新た に当別 ダムの計

画(2012年 完成予定)が ある。当別ダム について

は将来の人 口増 がのぞめない中での計 画進行 につ

いては多 くの反対意見が あることはご存知 の方 も

多 いだ ろう。

石狩川 との合流点 は1988年 に直線化 され、所々

に残 る河畔林 の痕跡が 旧河道 の濡筋(圧1)をかろ う

じて残 している。かつては石狩川か ら凌深 した排

泥地(泥 置 き場)と して利用 され、排泥地跡 が長

方形 の枡の形で多数残 され ていた。事業地 の石狩

川 に面 した合 流点 の延長 は約3kmで ある。

罐 当別川における自舗 生事業
上位計画で ある石狩 川下流 自然再生計画書(北

海道 開発局石狩川開発建設部,2007)で は、河川

システムの段 階的な機能 回復 の方策 として、①生

物 の生息環境 となる拠点 の整備(概 ね10年 間の短

期的対応)、 ②拠点 の連続化(概 ね30年 間)、 ③流

域 としての機能 向上(長 期的対応)を 盛 り込 んで

い る。 お気づ きのように、 この自然再生事業 は目

先 の取 り組 みだ けで はな く、非常 に長 いタイムス

パ ンで機能 回復 を図 る ことに重 点が 置 かれ てい

る。これ に基 づ き、2007(平 成19)年5月 にスター

トした当別 川地 区自然再生 ワー クシ ョップ(当 該

地 は当別 町、札幌市、江別市 にまたが る当別川河

口部)で は、現地視察 を含めた4回 の会議 を経 て

2008(平 成20)年3月 に実施計 画書 が まとめ られ、

同年4月 か ら実際 の自然再生事業 がスター トす る

こととなった。

この計画 では、① 取 り残 された人工的 に長方形

に深 く掘 られている排泥地跡地 を自然環境 に配慮

しなが ら湿地 とそれ に続 く草原が創 出で きる場所

として 「整備」 し、②分 断化 した樹林 を再生す る

こと、③石狩川 との合 流点 の水際 の単調 さが水生

生物 の単調 さの原因 となっているので河岸 を緩 や

かに削って、浅場 や流 れの緩やか な場所 を確保 す

る こと、④ 事業地 の少 な くとも堤外側 の土手 の斜

而 は事業地 と草原性生物 の生息地 として一体的 に

管理 し、繁殖期 を避 けた草刈 を行 う場所 とする こ

とが、主要な取 り組 み となった(石 狩川下流 当別

地区 自然再生 ワークシ ョップ,2008)。 最終的 には、

流域 としての自然環境 のネ ッ トワークを造 って い

くことが大 きな 目的 で あ る。 その過程 で ワー ク

ショップの メ ンバー と して関 わ って い る行 政、

NPO、NGO、 あるい は個人 が活動、調査、PRな

どに どのように取 り組 めるかな ども細 か く協議 し

て決 めている。

輯 事業開始そして思わぬ親
2008(平 成20)年4月 以降 は、上記 の計画 に基

づいて 「整備」が進め られた。 「整備」 と聞 くと、

自然志 向の私た ちは一寸身構 えて しまうのだが、

いわ ゆる一般的な土木工事 とはか な り趣 が違 う。

土 を掘 って広い大 きな沼 と湿 った草原 を創 出する

とはい え基本 的にはただ掘 るだ け。あ とは自然 自

身の力で復元 するのを待つのだ。 また、計画上 は

細切 れになっている水が溜 まった排泥地 をつ なげ

て広い水域 にす るこ とにな っていて も、魚類やカ

エル類、水生昆虫な どに最大 限の配慮が なされた。

つ まり、現時点で生物 による利用度がか な り高 く、

つなげた結果干上 がった り、水質が変化 して しま

うことで負の影響 のほ うが大 きい と推測 される区

画 はあえてその まま残す、 とい った臨機応変 で き

め細 かい順応 的な工事 を行いなが ら事業が進 め ら

れたのである。

思 わぬ発見 もい くつかあ った。 その一つ は、当

初 は当別川 の伏流水 的な場所 と思われて いた河道

痕跡が、実 は当別川 に注 ぐ トヨベ リ川 とい う名 の

れ っき とした河川 の名残 だった とい うこと。現在、

上流部 は直線化 され堤 内側で農業用水路 の一部 と

なってい るが、当別川 の築堤 と築堤 の問に埋 もれ

るようにひっそ りとその蛇行 を横 たえていた。忘

注1濡 筋(み おす じ):河 の中 で雨 の無 い時 で も水 が流 れ てい る深 い と ころ。
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写真1掘 り進んでい くうちに出現 した湧 き水が広

がって浅い沼になりつつある。アマガエルが

いた。2008年8月14日

れ られていた川 が復活 したのだ。岸辺 にはオオバ

ナノエ ンレイ ソウ、 フ ッキソウ、 ミズバ シ ョウな

どが成育 していた。 おそ らく何十 年 も誰 に も知 ら

れず に命 をつないできたのだ ろう。

もう一 つは、 「天か らの贈 り物 」と呼 ぶにふ さわ

しい うれ しい誤算 だった。実 は、本格的 な事業開

始の少 し前 か ら試験的 な掘 り下 げ作業 は始 まって

いた(防 災用土砂採取の差 し迫 った必要性 という

行政側 の都合 もあったのだが)。手始め に、右岸側

の高水敷 注2)を掘 り下 げて いた ところ、湧 き水 を

掘 り当てたのだ。湧 き水 は着 々 と池 を満た し、水

域 を広 げていった。せ っか く浅 い水域 を作 って も

溜 ま り水 だけで は早晩干上 が るだろ うという懸念

は、少 な くとも右岸側 に関 しては解消 されたのだ

(写真1)。

個人的 な推測だが、湧 き水 の場所が トヨベ リ川

と当別川のかつての合流点 あた りとい うこ とか ら

考 える と、地表の姿は変わ り果 ててい るが、地下

の流れ は脈 々 と生 き続 けてきた のか もしれない。

河岸 を緩 やかに掘 削 して変化 をつ ける工事 もほ

ぼ思惑 どお りに完 了 し、完了直後か らアオサギや

チュウサギ、 コチ ドリな どが水際で採食 す るのが

観察 されてい る。

欝
「自然 は 再 生 す る 」 と い う

当 た り前 の 事

「自然 は再生する」という当た り前の事実を実感

したのは高水敷掘 り下げ後、ごく短時間で起 こっ

た植生の変化だ。人は自然再生にできるだけ手を

貸 さないというコンセプ トだから、掘ったあとは

何 も撒かず、何 も植 えない。直後 はただひたす ら

広大 な茶色の裸地が広 がる。 しか し、それ は長 く

は続か ない。工事終 了後わずか3ヶ 月で地表 は緑

に覆われ始 め、7ヶ 月後 にはイヌビユが人 の背丈

ほ どに密生 した(写 真2)。 水が溜 まった場所 には

ガマ、 フ トイや ミク リ、半乾燥地 にはヒメガマが

た くさん生 え始 めた(写 真3)。 ヒメガマが優 占 し、

写 真2掘 り下 げ て造 成 した 池 。 上=2008年5月18

日。 下=2008年8月15日 。 この 時 点 で優 占

して い る の は イ ヌ ビユ

写真3ヒ メガマの群落。周辺の長い葉はすべて ヒメ

ガマである

注2高 水敷(こ うすい しき):河 川敷 とか川 原 とよばれ て い る ところで、洪 水 を安全 に流 す た めのだ い じな敷地 。平 常

時 はグ ラ ン ド ・公 園 と して利 用 され る。
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ほかの植物 を圧倒す る場所 さえあったのだ。工事

終了か ら数 えて6ヶ 月、雪解 けか ら数 えて4ヶ 月

とい う極 めて短時間で河畔の様相 は劇 的に変化 し

た。

この短期 間の劇的 な草原 ・湿地 の復元 は動物の

利 用度 に も影響 を与 えた。猛禽類 を含 めた草原性

鳥類 が以前 より多 く確認 され るようになった こと

や石狩川河畔で はあま り見 られないチュウシャク

シギの出現 な どで ある。 さらに、新規 に造成 した

池で は早 くもオ タマ ジャクシが確認 され、 自然環

境 の復元 の速 さに驚 くばか りであった。

チ ュウ ヒの利用度の変化な どを考慮 に入れて、
こん は

生態学的混i播法(注3)で植 樹予定 だったエ リアは植

樹 せず、草原性生物 に影響 の出に くい水際近 くで

の植樹 に となった。

羅 今後の課題
石狩川下流 自然再生計 画書には、湿原や湖沼の

急速 な減少(図3)と ともにこれ らの環境 に依 存

す る生物 の衰退や一極集中 を解消 する ことが課題

の一 つ として揚 げられてい る。前者 の例 は、 カラ

カネイ トトンボのような移動分散能力 の低 い動物

が直面 している状況で あ り、渡 りの時期 にガ ンカ

モ類 な どが宮島沼 な ど2、3ヶ 所 の狭 い面積 に集
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図3石 狩川流域における開拓以来の湿地の減少。開

拓開始当初(明 治時代)に は、釧路湿原をしの

ぐ770km2の 湿原が広がっていたが、今 日、流

域で本来の湿地 として残 っているのは、美唄湿

原の0.6km2の みである(北 海道開発局石狩川

開発建設部,2007よ り作成)

中 して しまうことは後者の例 であ る。 当別川河畔

に水域 を確保 する事 はこの課題 の解決 に大 きな役

割 を担 っている。

ところが、 当該地 は禁猟 区ではないため、毎年

10月1日 か らの1ヶ 月間 はカ モ猟 の場 とな る。

せっか くハ クチ ョウや カモ類 が渡 りの時期 に立ち

寄れ る好適 な場所 を確保 してあげて も、 その場 所

が猟場 であ り続 けれ ば、みすみす撃 たれやすい機

会 をつ くる事 にな り、安 心 して利用 できる場 所で

はな くなる。 ガンカモ類 の一極集 中を解消す る と

い う課題 は「絵 に描 いた餅 」にな りかねないのだ っ

た。

2008(平 成20)年 度の段 階では猟友会 に自粛の

申 し入 れは した ものの、狩猟 は例年通 り行われた。

ハ ンター達 は夜明 け前か ら水辺 の草が密生す る場

所 に身 を隠 して、水鳥の飛来 や飛 び立 ちを待つそ

うだ。 自然再生事業地内で、カモ撃 ちが行われた

後 にその場所 を訪れてみた。復元 した水辺のイヌ

ビユや ヨシは目隠 しにす る厚 みだけ残 され、ハ ン

ターが潜 む側 の草 はぺ ったん こに踏 んづ け られて

いた。 それだけで はない。周辺 にはハ ンターが敷

物代 わ りに使 った と思われ るダ ンボール、椅子代

わ りのボ トル ケース、弁当容器、 タバ コの吸殻、

テ ィッシュな どが散乱 していた。

水際 には薬 きょうが落 ちていて、仕留 めたカモ

を解体 した跡 も数 ヶ所 あった。散 り散 りになった

羽 毛 と切 り離 され た両翼 が無造 作 に残 され てい

る。翼 のサイズ と羽色 か ら、撃 たれた のはコガモ

の ようだった(写 真4)。

ハ ンターのマナーの悪 さは今 に始 まった ことで

はない(北 海道新聞,2002)。 しか し、行政担当者

による粘 り強 い交渉 と協 議iの結果、2009(平 成21)

年度 には北海道庁で狩猟 自粛 区域 に指定 された。

あ くまで も自粛で あって禁猟 区に指定 されたので

はないが、大 きな前進であ る。解禁直後 には猟の

痕 跡 が多少 あった もの の、後半 は湖 沼 に水 鳥 が

戻 って きた。

当別地 区 の 自然再 生事 業 で は担 当者 の努力 に

よって幸 いに も狩猟 自粛区域 に指定 されたが、他

地域 の同様 の事業で も湿地や湖沼 を増 や して機能

す る渡 り廊下 をつないでい くためには、狩猟の問

題 も考 えていかなけれ ばな らないだ ろう。

生態 系は時 間軸 に沿 って変化 す る動 的なシステ

ムであ り、物理 ・生物要素の相互作用 によって ど

の ような変遷 を遂 げるのかが決定付 けられ る。多

くの場合 、湖沼、湿地、草地、低木帯、高木帯 と

注3生 態 学 的混播 法:周 辺 の 自然 に近 い樹林 を再 生 す るた めに、 まわ りに生 育 して い るい ろい ろな在来樹 種 か ら採取

した タネや育 て た苗 を ラ ンダム に植 える植林 法。
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写真4狩 猟の跡。2008年10月5日 。A=散 乱する薬きょう、B:放 置 されたままのゴ

ミ、C=コ ガモの解体跡、D:解 体 して放置されていたコガモの翼

い う順 番で進 む植生遷移が、河畔の生態系 では洪

水や溢水 といった撹乱 によって頻 繁に巻 き戻 され

る。 この巻 き戻 す力が どの くらいの頻度 と強度 で

発生す るのかが、湖沼 ・湿地 ・草原の今後 のあ り

よ うを決定す る。 当別川上流で計画 されてい る当

別 ダムが作 られれば、自然再生事業で復元 した環

境 を維持す るための巻 き戻 しの力 は当然弱め られ

よう。

当該地で は、乾燥 した草原 の優 占種 はオオア ワ

ダチ ソウ、オオハ ンゴンソウ、牧草類 といった外

来種 だ し(在 来種 のオオ ヨモギ もかな り頑張 って

い るが)、すで にセイ ヨウオオマルハ ナバチの生息

も確認 している。 ミンクもい るし、近隣 にはアラ

イグマの足跡 もある。外来種 の生息や侵入 を どの

ように防 ぐか も考 えていかな ければな らない問題

で はあ る。

しか しなが ら、私た ちが駆 除な どの対処がで き

る種 は限 られている。 なぜ なら、すでに外来種群

落 を利 用 してい る草原性鳥類の生息地 を奪 ってま

で外来草本 を取 り除 くべ きで はない し、何百ヘ ク

タール もある広大 な場所で は、現実的 には不可能

だ。仮 に、あ る年にすべ て引 っ こ抜いて繊滅 する

事がで きた として も、翌年 には周 りか ら種 が飛 ん

で きて再 び同 じ外来植物群落が生 えて しまうか ら

だ。 当面、私たちの手 に負えそ うなの は成長 のス

パ ンが長 いハ リエ ンジュな どの木本類 に限 られ る

のか もしれ ない。

自然再生事業 の際 は、植樹な どの人為 的な行為

は極力避iけた り、周辺 の種組成な どに配慮 すべ き

で あ る(日 本 生態学 会生 態系 管理専 門委 員会,

2005;佐 藤,2009)。 植樹 が一 つの流行 の ように

なってい る昨今 、 どの ような代替 手法があ るか も

検討が必要だ ろう。

堤外側土手 を事業地 と一体的 に草地管理す る計

画 は、2008(平 成20年)か ら実施 に移 され る予定

だったが、2008年 、2009年 と2年 間 にわた って近

隣の農業者が鳥類 の繁殖期 まっさか りの6月 に牧

草 として刈 り取 って しまった。残念無念。土手 の

除草 は近隣 の農家 は 「昔か らの口約束」 とい うあ

い まいな既得権(河 川法上 、本来 はそ うあるべ き

で はない)観 念で、勝手 にタダで牧草 を持 ってい

くとい うのが現状で ある。土手 や河畔 の草刈 をし

てや る代 わ りに刈 り取 った分 は自分 たちの もの に

す る とい う慣習が広 く北海道の河畔 では行われて

いるのだ。中には、土手や高水敷にアルフ ァル フ ァ

な どの種 を蒔 き、施肥 をしてい る農家 もあ る。河

川空間 は公有地 だか ら、 この ような個人 的な利益

の追求 は許 されていないはず なのだ。そ して、質

のよい牧草 を得 る最適 な刈 り時期が6月 後半 の草

原 性鳥類 の繁殖期 の ピーク、 つま り巣 には卵 や ヒ

ナが いる時期 に当た る。
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羅 発展途上の自鯖 生事業
先 に述べた ように、石狩川下流 自然再生計画 は

30年 以上 のスパ ンで流域 の 自然環境復 元 を考 え

ている。次の世代 に引 き継 いで もらわ なければ完

成 しない息の長い計画 だ。紆余 曲折 もあるか もし

れ ないが、決 して後戻 りしはさせた くない。 その

た めには今か ら様々 な課題 を明確 にして、 よりよ

い対処方法や手法 をあみだすステ ップに したい も

ので ある。
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